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はじめに 

 

⚫ 経済同友会は、政府の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」

の実効性・実行性を強化するための推進体制や、それを支える官僚機構の人

材マネジメントについて、第二次安倍政権における反省点や企業経営者の変

革経験の視点も踏まえ、2022 年 8 月に提言を公表した（注1）。その後、「新

しい資本主義」が実行段階に移り、より具体的な検討が行われることから、

最重要アジェンダである「人への投資」にかかる提言を行うため、本会の成

長戦略評価・実行委員会で引き続き検討を重ねてきた。 

 

⚫ その間、2022年 11月に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のため

の総合経済対策」では、「賃上げ」「労働移動の円滑化」「人への投資」という

3 つの課題に対する一体改革の方向性が打ち出された。また 2023 年 6 月に

は、「新しい資本主義の実行計画」が改訂され、「三位一体の労働市場改革（注
2）の指針」も併せて示される予定である。 

 

⚫ 足元では、コストプッシュ型の物価上昇が一層加速し、一部の大企業では物

価上昇率を上回る勢いでの賃上げが行われつつあるが、経済全体で個人消費

が増加するためには、分配の原資を生み出す持続的な成長が不可欠である。 

 

⚫ 持続的な成長を実現するため、内部労働市場と外部労働市場がともに活性化

し、円滑に接続されることを通じて、成長産業への円滑な労働移動が行われ

なければならない。言うまでもなく、外部労働市場の活性化は内部労働市場

の活性化なくして成り立たない。 

 

⚫ したがって、内部労働市場を活性化させるために必要となる、経営戦略から

バックキャストした重要ポストや人材要件（スキル、経験）の設定、及びそ

のスキルを向上させるトレーニングプログラムの設計は、企業経営者による

意思決定次第で実行可能である。また、リスキリングやアップスキルにあた

って、意欲のある個人が自律的・主体的に学び、実践することが生産性上昇

には欠かせない。 

 

⚫ こうした問題意識に基づき、本提言では、内部労働市場と外部労働市場を円

滑に接続させ、成長産業への円滑な労働移動を果たすべく、今後 3年間で取

組むべき事項について提言する。 

 
1 経済同友会『成長戦略の着実な実行に向けた提言－官民がオーナーシップを発揮し、長期的に

コミットを』（2022 年 8 月 3 日） 

2 政府は、リスキリングによる能力向上、個々の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野へ

の労働移動の円滑化からなる三位一体の労働市場改革の指針を本年 6 月までに取りまとめる

予定。 
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１.高度成長期に形成され、定着した旧来の日本型雇用システムが現代で

は通用せず、多様な個人の活躍・企業の成長を阻害 
 

⚫ 高度成長期に企業内で形成され、1980 年代に定着した日本型雇用システム

（年功序列、終身雇用、新卒一括採用）は、なぜ通用しなくなったのか。雇

用・労働を取り巻く構造変化の前後について以下、比較する。 

 

（１）構造変化以前 

 

⚫ 以下のような環境の中で、一つの企業に「就社」し、年齢と共に能力・スキ

ル、役職や賃金が上昇し、家庭を持ち、子供を育てるという人生が理想の姿

とされ、新卒一括採用、終身雇用、年功序列、給与後払い形式の退職金とい

った制度に基づくメンバーシップ型雇用が定着していった。 

 

①企業競争環境 

⚫ 環境変化の速度は遅く、長期的に市場環境が安定していた。キャッチアップ

経済の中で、製造業を中心に、大量生産で安く高品質の製品を生産すること

で、品質と価格の優位性とを武器に市場シェアを拡大していった。 

 

⚫ 企業内では、職務横断的・水平的な調整や同質的組織の中での暗黙知の共有、

効率的な集団共同作業、長期的な品質改良・改善が競争力の源泉であった。 

 

②人口動態、個人の価値観・ライフコース 

⚫ 1960年代の平均寿命は 60歳半ばと低かったが、1965年において生産年齢人

口（15歳～64歳）が全体の約 68％を占める等、労働力が豊富であった。そ

のような中で、20 歳前後で入社し、55 歳の定年まで同じ会社で勤め上げ、

一斉に退職するライフコースが一般的であった。 

 

⚫ 1965 年の総世帯に占める「夫婦と子供の世帯」の割合は約 46％と家族形態

の中で最大であり、夫婦は正社員の夫と専業主婦（無業）の妻が一般的であ

った。 

 

（２）構造変化以後 

 

⚫ しかし、下記の構造変化が起こり、従来の日本型雇用システム（メンバーシ

ップ型雇用）は機能不全に陥っている。日本が再び持続的な経済成長を実現

するためには、従来のシステムから脱却し、新たな雇用システムを構築しな

ければならない。 
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①企業競争環境 

⚫ デジタル技術の進展により、プロダクトはハードウェア中心からハードウェ

アとソフトウェアの融合が鍵となっている。技術革新の速度が指数関数的に

上昇し、迅速な事業変革、組織・人材の組換えが求められ、社内の人材登用・

育成だけでは追い付かなくなり、外部労働市場から即戦力人材を調達する必

要性に迫られるようになった。 

 

⚫ 経済が成熟し、市場が飽和する中では、新たな需要や市場を創造するイノベ

ーション創出が求められるようになり、同質的な人材ではなく、多様な考え

方やバックグラウンドを持つ人材を確保することが価値の源泉となった。 

 

②人口動態、個人の価値観・ライフコース 

⚫ 日本の総人口は、2008 年を境に減少し、2025 年に 75 歳以上の後期高齢者

が総人口に占める割合は約 18％に達し、2030 年代には現役世代が大きく減

少することが予測されており、日本は人口急減・超高齢社会に向かっている。 

 

⚫ 若年層を中心に、仕事より家庭やプライベートを重視する個人が増加し、生

涯一社で勤め上げるよりも、転職を通じて多様なキャリアを形成することを

望む個人が増加している。また、平均寿命の延伸に伴い、就労期間も長期化

しており、健康で意欲・能力があれば長く働き続けたいと考える高齢者も増

加している。さらに、世帯構成においても「共働き世帯」が「専業主婦世帯」

を上回り、その割合は 2021 年に 68.8％に達し、夫婦では共働きが主流にな

っている。 

 

【図表１：過去と現在の構造変化と求められる対応のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業競争
環境

人口動態、
個人の価値観・
ライフコース

変化前 変化後

l 長期的に安定し、変化の緩やかな市場環境

l 大量生産で安く高品質の製品を生産し海外

輸出する、キャッチアップ型経済

l 職務横断的・水平的コーディネーション、

同質的人材、集団共同作業、長期的な技能

修練

¡ 新卒一括採用、年功序列賃金、終身雇用、

給与後払いの退職金制度という日本型雇

用システム（メンバーシップ型）が馴染

んだ

l 豊富な若年労働力

l 20歳前後で入社、約35年間同じ会社で働

き、55歳前後で定年・引退

l 会社員の夫と専業主婦＋子どもで構成さ

れる世帯が大半

¡ 従来、機能してきた日本型雇用システム

（メンバーシップ型）は機能不全に。企業

競争環境や人口動態、個人の価値観・ライ

フコースが変容した新たな構造に適合的な

雇用システムを構築する必要性

l 目まぐるしく変化する市場環境に合わせ

て、迅速な事業変革、組織・人材の組換

えが求められる（社内人材のリスキリン

グ、外部からの即戦力人材調達等）

l 多様な考え方やバックグラウンドを持つ

人材確保が企業競争力の源泉

デジタル技術の進展
経済の成熟・
市場の飽和

急速な超少子・
高齢化

l 労働力（社会の支え手）が恒常的に減少

l 家庭・プライベート＞仕事の価値観の普及

l 人生の様々なライフイベントに合わせた多

様な働き方やキャリア形成志向が上昇

l 「夫婦共働き世帯」がデフォルトに
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２.【企業経営者への問題提起】                          

成長産業への円滑な労働移動を実現するため、外部労働市場の活性

化に不可欠な内部労働市場の活性化を 

 

⚫ このように、企業の競争環境や人口動態、個人の価値観・ライフコースにお

いて構造変化が生じており、持続的な成長のためには、国家として産業ポー

トフォリオを転換し、成長産業への円滑な労働移動を実現することが重要で

ある。さらに、企業レベルでは事業ポートフォリオを転換し、成長事業への

人材移動を実現することが求められる。 

 

⚫ そのためには、個人が成長産業・成長事業で求められている必要な能力・ス

キルを磨き、より待遇が高く、やりがいある職務に就くことのできる職場に

自律的に移ることができるよう、外部労働市場を活性化させる必要がある

（注3）。しかしながら、外部労働市場の活性化は一足飛びに実現するわけで

はなく、前提として、内部労働市場の活性化が欠かせず（注4）、以下の取り

組みが必要である。 

 

 

（１）内部労働市場を活性化させるための「シン・日本型雇用システム」の導入 

 

⚫ 内部労働市場を活性化させるため、旧来の日本型雇用システム（メンバーシ

ップ型雇用）から「シン・日本型雇用システム」への転換を図る必要がある。 

 

⚫ このような転換を図るためには、まずは企業自身がこれまで企業単位で実践

されてきた特殊技能・知識等をジョブとして明示し、その難易度に応じて報

酬を設定していかなければならない。昨今、政府において検討が行われてい

る「日本型職務給制度（注5）」もまさにこのような制度を目指すべきである。 

 

⚫ そして、ここで言う「シン・日本型雇用システム」とは、こうした取組みに

加え、常時採用方式の導入や退職金の廃止（賃金体系のフラット化）、OFF-

JT 研修の整備・拡充、柔軟で多様な働き方を可能とする環境整備等からな

る、一連の施策パッケージを指すものであり、企業が自社のステータスに合

わせて実行していかなければならない。 

 

 
3 経済同友会は、企業と個人が対等の関係でお互いを選び合い、それぞれの価値を高めていく

ような関係性を志向している。 
4 海外事例をそのまま導入しようとしても、日本の企業組織の中でポストやジョブ、その要件

等が明確になっていなければ機能しない。なお、内部労働市場とは、企業組織内における労

働力が企業内の制度、慣行、契約等に基づき配分される市場を指し、外部労働市場とは賃金

等にも基づき企業間で労働力が移動していく市場を指す。 
5 岸田首相は、施政方針演説でリスキリングによる能力向上支援、日本型の職務給の確立、成

長分野への円滑な労働移動促進――からなる三位一体の労働市場改革を表明。 
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⚫ なお、欧米で採用されているジョブ型雇用システム（注6）と「シン・日本型

雇用システム」は人材に関する考え方が異なる。前者の場合、ジョブの要件

を満たす人材を外部調達し、即戦力を重視する。個人も既存のスキルが陳腐

化すれば新たなスキル習得に挑戦する。後者の場合、ポテンシャルに期待し、

内部で人材育成するが、外部調達も行う。個人も国の成長産業や企業の成長

事業に必要なスキル習得に挑むが、企業も個人の自律的なキャリア形成に繋

がる場や機会を提供する。 

 

⚫ また、旧来の日本型雇用システムと「シン・日本型雇用システム」には、以

下の違いがある。 

 

【図表２：旧来の日本型雇用システムと「シン・日本型雇用システム」の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ １.で述べたとおり、競争環境が変化するなかで経営戦略を策定し、事業ポ

ートフォリオの見直しや成長事業への重点化を図るためには、経営戦略に連

動した組織構造や人材ポートフォリオの柔軟な組換えが必須となる。 

 

⚫ そのためには、以下のような取組みが必要である。 

① 経営戦略を実現するための人材戦略の設定（人材マネジメント方針、

人事制度、重要ポスト等） 

② 重要ポストに配置する人材要件（スキル（注7）、経験）、難易度の設定 

 
6 従業員は特定のジョブを履行し、企業はジョブの内容に見合った適正な対価を支払うことを

約束する一連の雇用システム 

7 本提言における「スキル」とは、デジタルやエッセンシャルワーカーのように職能資格的な
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③ そのスキルを向上させる研修の整備 

④ 自律的なキャリア形成を支援する諸制度の整備（社内転職制度、兼業

副業、評価者研修、キャリア自律研修等） 

⑤ 柔軟かつ多様な働き方の整備（勤務地を問わないリモートワーク、短

時間勤務等） 

 

⚫ これらが明確になり、「就社」意識や年功序列的要素の強い処遇が排除され

ていけば、若年層のモチベーション向上に繋がる。加えて、大企業を中心に

課題となっている中高年齢層の活用についても、これまで培ってきたスキル

や経験が棚卸しされ、新たなスキル習得や既存スキルの向上のインセンティ

ブが働く。さらに、外部からの人材調達のハードルが低下することで、企業

単位で適所適材の人材配置が可能になる。結果として、企業単位で成長事業

への人材移動が円滑に行われ、内部労働市場の活性化に繋がっていく。 

 

 

（２）内部労働市場を活性化させるために企業がとるべき実践行動 

 

⚫ 旧来の日本型雇用システムは、企業が構造変化前の競争環境等に合わせて自

ら構築してきたものであるため、前提となる環境が変化した以上、企業自ら

変革を実践していかなければならない。「シン・日本型雇用システム」への

転換は経営者の意思決定で実行可能であるにもかかわらず、今日に至るまで

その歩みは遅い。 

 

⚫ なぜならば、各社は経営戦略において変革に向けた道筋を描くことは可能で

あっても、その変革シナリオを推進するための組織や人材に関する本質的な

論点に多くの時間を割いていないからである。従来の日本型雇用システムを

背負ったまま、経営戦略と人材戦略も連動していないため、企業価値向上は

道半ばにならざるを得ない。そのような中でも、高い問題意識や危機感を持

ち、変革に向けて踏み出している企業は存在する。下記は、その一例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スキルもあるが、昨今ではむしろより重視されつつある汎用的なスキルや職務や役割におい

て期待される成果を発揮するために必要なコンピテンシー（行動特性）も含む。特にコンピ

テンシーは、顧客志向、チーム協働力、成果志向、組織育成力、課題設定力、プロセス設定

力、ビジョンメイキング力等、ビジネスリーダーシップに必要な要素に対して、レベルが設

定され、報酬が紐づいてくる。 
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【図表３：企業における内部労働市場の活性に向けた取組み状況の例】 

（図表３-1：サントリーホールディングス） 

項目 具体的な取組み 

経営戦略を実現するた

めの人材戦略の設定 

（人材マネジメント方

針、人事制度、重要ポス

ト等） 

 中長期経営戦略に基づく、ビジネスニーズに応える人

材の重点領域を設定。次世代経営層、グローバル・デ

ジタル・MONOZUKURI 等の領域で将来の必要なポ

スト要件、要員数を設計し、人材リストに基づく戦略

人材マネジメントを実施。 

 ビジネスのプロを目指して経験を積み重ねていく段

階にある「メンバー相当職」の従業員を対象に、職能

資格ごとに、求められる職務遂行能力を明確にする

「職能資格制度」を適用。他方、培ってきた経験や能

力を発揮する段階にある「マネジャー相当職」の従業

員には職務遂行能力である資格と果たすべき役割に

よってランクが決まる「資格・役割制度」を適用。 

 特にデジタル人材、グローバル人材を重要ポストとし

て設定。 

  ＜デジタル人材＞ 

➢ 既存の退職給付・年功型賃金とは別に 21 年に実

力・成果に応じた報酬体系である高度専門職DXコ

ースを新設。従来型の制度と合わせてデジタル分

野における専門型人材の新卒/経験採用を強化。 

  ＜グローバル人材＞ 

➢ 海外大卒や、留学経験者を含むグローバル志向/ス

キルの高い人材の採用を強化。 

 DEI：新たな価値を絶えず創造していくためには、国

籍や年齢などにとらわれることなく、多様な人材、多

様な価値観を積極的に取り入れ、公平性を担保し、活

かすことが重要であるとの考えのもと DEI

（Diversity, Equity & Inclusion）経営をグループ全

体で推進。就業規則における配偶者の定義に「同性パ

ートナー」を加える改定、LGBTQ+に関する相談窓口

の設置、LGBTQ 当事者と ALLY（アライ・よき理解

者）のための LGBTQ+ハンドブックを作成する等、

取組を推進。 

重要ポストに配置する

人材要件（スキル、経

験）、難易度の設定 

 デジタル分野の人材を各カテゴリに分類し、それぞれ

に求められる要件スキルを設定。デジタル分野は専用

の採用ホームページを作成し、求められる要件（スキ

ル、経験）はデジタル人材募集要項に記載。 

(例：デジタル分野の人材カテゴリ（23 年 3 月時点）) 

➢ （顧客起点の）デジタルマーケティング人材 
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➢ システム構築・運用にかかる IT 人材 

➢ データのビジネス活用分析にかかるデータ人材 

そのスキルを向上させ

る研修の整備 

 デジタル人材育成のため、企業内大学「サントリー大

学」の中に「デジタル学部」を設置。 

  ＜全社員共通＞ 

➢ デジタルリテラシー向上に向けた、外部講師によ

るセミナー実施 

  ＜データアナリスト/データエンジニア養成＞ 

➢ 各事業部からリーダークラスを選出し、現場の課

題解決に挑む実践型プログラムで育成と事業課題

解決を両立 

  ＜デジタルリーダー候補輩出＞ 

➢ デジタルマーケティング・データ・IT の 3 領域の

知識を包括的に学ぶ座学と疑似デジタルプロジェ

クトへの取組/答申 

  ＜グローバル人材育成＞ 

➢ 海外グループ会社で 1 年間の実地研修（OJT）を

通じ、専門性・異文化対応力・グローバルリーダー

シップ等の修得を目指すトレーニー制度や海外ビ

ジネススクールへ派遣。 

➢ MBA の取得の他、ハーバードビジネススクールと

提携しリーダーシッププログラムを実施、グロー

バルで活躍する次世代リーダーの育成を強化。 

自律的なキャリア形成

を支援する諸制度の整

備（社内転職制度、兼業

副業、評価者研修、キャ

リア自律研修等） 

【社内転職制度等】 

 各部署の強化と従業員の成長の両立を目的とした「社

内公募」による部署異動を強化。最近では海外ポスト

やシニア層も対象としたさまざまな異動の募集に対

し、200 人を越える従業員が自ら手をあげ、新たなキ

ャリアに向けてチャレンジしている。社内だけでなく

自治体出向の公募等も実施し、4 月以降現在 13 名が

自治体で勤務。 

 シニア向けに外部支援会社とも協働し、情報提供、キ

ャリア面談、転身支援プログラム等を実施。自由選択

定年後、3 年以内に復職が可能なカムバック制度を導

入。 

 社内での幅広いキャリアを知る機会として各部門が

業 務 内 容 ・ 組 織 風 土 を 全 社 員 に 紹 介 す る

「BUSHOFO」というイベントをキャリアビジョン

面談の時期に合わせて実施し、キャリアオーナーシッ

プ醸成の一助としている。 
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【各種研修、キャリアコーチング等】 

 対マネジメント層に限定することなく、キャリアオー

ナーシップ醸成を支援。2007 年に「キャリアサポー

ト室」を設置、専門のアドバイザーによるキャリアの

個別相談や異動後のキャリア面談、世代別ワークショ

ップ、フォロー面談等を実施。 

 世代別ワークショップは、入社 3 年目、10 年目、43

歳、58 歳を対象に、それぞれ必須参加のプログラム

を実施。40 代・50 代の従業員向けには、応募型のワ

ークショップも用意。 

 グループ内のシニアエグゼクティブの育成を支援す

べく、多種多様なアセスメント資格を有する

Executive Coach を社内に保有。プロのコーチのみな

らず、将来の経営者候補人材に対するエグゼクティブ

によるメンタリングなど、社内のネットワーキングを

活用した取り組みを実施。 

 学習プラットフォーム「 MySU （ My Suntory 

University）」を全世界に多言語で提供。18,000 以上

の社内外のオンライン講座や動画・資料などから、各

自に合った学習が可能。グローバル共通のコンテンツ

に加え、日本向けの自己啓発支援プログラム「SDP

（Suntory Self-Development Program）」も展開。「応

募型研修」・「E ラーニング」・「通信教育」の 3 種類か

らなり、国内グループ会社の従業員が幅広くプログラ

ムを受講可能。 

 ミドルシニア向けにサントリーを勤め上げた後にも

更に10～15年活躍のフィールドが広がる時代を見据

え、企業内大学「サントリー大学」の中に今春「100

年キャリア学部」を新設。人生 100 年という長いス

パンでキャリアを考え、学び続ける社員をサポートす

べく、積極的にキャリアデザイン、スキル獲得を支援。 

柔軟かつ多様な働き方

の整備（勤務地を問わ

ないリモートワーク、

短時間勤務等） 

 フレックスタイム制度のコアタイム原則廃止、対象範

囲拡大、テレワーク勤務制度の対象範囲拡大（原則制

限なし）。 

 育児休職のほか、妊娠期～育児期まで利用できる短時

間・時差勤務制度の導入 

 男性の育児休職取得促進を目的に育児休職の一部有

給化した制度 WBC（ウェルカム・ベビー・ケア・リ

ーブ）を 2011 年より導入、2022 年の男性育休取得

率は 85%。2024 年までに「男性育休取得率 100%」

達成を目標に活動を強化。より柔軟な育休取得できる

よう社内規程改定、全社員が参加可能な育児関連セミ
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ナーや経験者座談会を開催し情報提供の場・社内風土

の醸成を加速。 

 育児・介護退職者等を再雇用する仕組み（ジョブリタ

ーン制度）の導入 

 

 

（図表３-２：リコー） 

項目 具体的な取組み 

経営戦略を実現するた

めの人材戦略の設定 

（人材マネジメント方

針、人事制度、重要ポス

ト等） 

＜リコー人的資本の考え方の柱＞ 

 自律マインドと自律的な働き方が社員個人のパフォ

ーマンスを最大化する 

 デジタルスキルを活用することで個々人の創造性を

解き放ち、事業成長を促進させる 

 グローバル共通で、社員がリコーを通じて得られる体

験（エクスペリエンス）を通じて“はたらく歓び”の

企業風土を創る 

 

＜人事制度＞ 

 2022 年 4 月より、リコー式ジョブ型人事制度を導入。 

（一般的なジョブ型制度に加えて、会社が必要とする

人事異動の柔軟性を確保し、社内での中長期での人材

育成も行う） 

 

＜重点強化人材＞ 

 デジタル専門人材及び次世代経営人材のパイプライ

ンを強化している 

○デジタル人材 

➢ 専門スキルとコンテンツ開発力を持つ人材、先進

的なサービスを発掘、モデル化し、グローバルに横

展開できる人材を重視。 

➢ 特に、ビジネスプロデューサー／ビジネスデザイ

ナー、クラウドアーキテクト、データサイエンティ

スト、情報セキュリティ人材を重点強化。 

 

○次世代経営人材 

➢ グローバルで共創をリードできる素養のある高ポ

テンシャル⼈材をまず特定し、リーダーシップ開

発プログラムやストレッチ・アサイン、海外や異な

る領域へのアサインメントを含めた、早期育成プ

ログラムを設計し運用。 

➢ 社外からの採用人材も積極的に登用。 
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➢ 短いスパンで複数のプロジェクトやアサインメン

トをグローバルや部門横断で経験させていく。 

 その他にも M＆A や事業開発を担える人材、特に多

様性のある環境でアジャイルに共創できる人材、グロ

ーバルで活躍できる人材を重視。 

重要ポストに配置する

人材要件（スキル、経

験）、難易度の設定 

 人材要件は、そのポジションに求められる技術的なス

キルに加え、リーダー人材に求められるコンピテンシ

ー（一例：イノベーション力、共創力）、経験（一例：

複数組織・国のマネジメント経験、PL マネジメント

経験、専門外経験）を軸に設定。これらについてグロ

ーバル共通の軸を設定中。 

そのスキルを向上させ

る研修の整備 

○デジタル人材 

 変革をリードするデジタル人材育成に向けて、社員が

それぞれの強みや経験を活かし、スキルアップを図る

ための学習プラットフォームとしてリコーデジタル

アカデミーを 2022 年 4 月に開校。 

➢ グループ各社・各組織からの選抜社員を対象に専

門的能力強化研修を実施。リコーのデジタルサー

ビスを創出するために、デジタルの専門性を持つ

社員がさらにその専門能力を向上させることを目

指す。 

➢ なお、全グループ社員全員を対象として、デジタル

技術習得とデータ活用に取り組むため、デジタル

ナレッジ研修を実施している。デジタルリテラシ

ーにかかる研修は必須受講としている。 

 

○次世代経営人材 

 「スキル」のみならず「コンピテンシー」や「リベラ

ルアーツへの深い理解と洞察」の強化に注力し、また

次世代経営人材候補は、社外での経験や社外ネットワ

ークが少ないことも踏まえ、研修という観点では以下

の 2 種類を実施。①大学や経団連などの諸団体が主

催する経営者育成講座に、他流試合の機会として参

加。事業開発や運営能力、財務管理能力といったスキ

ルだけでなく、リベラルアーツ学習による高い視座と

人間力の強化も図る。②MIRAI という次世代リーダ

ー育成プログラムを社内で立ち上げ、日本だけでなく

リコーグループ、グローバル全体から受講生を選抜

し、9 か月かけてグローバル経営人材の育成を実施。 
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自律的なキャリア形成

を支援する諸制度の整

備（社内転職制度、兼業

副業、評価者研修、キャ

リア自律研修等） 

＜社内公募・社内副業制度＞ 

 社員が自律的にキャリア形成し、キャリアプラン実現

のために努力する風土を醸成するために、（株）リコ

ーでは「社内公募」および「社内副業」という制度を

導入。「社内公募」は人材を探している部門の募集に

対し、社員が自らの意思で応募することにより異動を

実現する制度。「社内副業」は社員が勤務時間の一部

を使い、社内のやってみたい仕事、テーマ、活動など

へ本業と並行してチャレンジできる仕組み。 

➢ （株）リコーでは社員が自身のスキル、経歴、チャ

レンジしてみたい業務、趣味や関心などを人材デ

ータベースへ登録する仕組みを推進。集めた社内

人材データを一元的に可視化・分析することで、社

内にどのような人材がいるのかを把握し、人事戦

略へ活用。社員が挑戦してみたい業務と社内ポス

トのマッチングにも活用。 

 

＜社内キャリアカウンセリング＞ 

 キャリアコンサルタントの国家資格を持つリコー社

員が必要とする社員へキャリアカウンセリングを提

供。キャリアカウンセラーは利害関係のない第三者と

して、カウンセリングを通して社員が自身のことを言

語化し、現在の思いや価値観、能力などを認識するた

めの援助を行う。 

 

＜キャリアデザイン研修＞ 

 社員が年齢に関わらず自らのキャリア課題に合った

プログラムを受けられるよう、年代別ではなく課題・

目的別のキャリアデザイン研修を実施。また、社員が

気軽にキャリアデザインの考え方に触れられるよう、

全社員が視聴可能な e-learning プログラムも配信。 

＜階層別研修：マネジメント・リーダーシップ研修＞ 

➢ 日本国内のリコーグループでは、新任のマネージ

ャー向けにマインドセット、スキルなどを身につ

けるために、コンプライアンス、顧客満足、マネジ

メント、方針管理、労務管理といったマネジメント

スキルなどを強化する研修を実施。 

➢ 階級に関わらず全てのマネージャーは「1on1 ミー

ティング」のトレーニングを受け、定期的に部下と

1 対 1 で対話を実施。また、各マネージャーが上

司、部下、他部署メンバーから評価を受けることで

自らのパフォーマンスを省みる「360 度フィード
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バック」という育成施策も採用し、継続的にマネジ

メントレベルの向上を図っている。 

➢ 階層別の育成として、「新任部長職育成プログラ

ム」では、経営視点の醸成やチャレンジ精神、戦略

的思考などの習得、「新任管理職育成プログラム」

では当事者意識の醸成や、視座を高めることを目

的に様々な研修を実施。 

➢ あわせて、「新任部長職育成プログラム」「新任管理

職育成プログラム」では、昇格アセスメントのフィ

ードバック結果から自身の強み、弱みを分析し、自

身が必要だと思う研修プログラムを自律的に選択

し、受講する仕組みを整備。 

柔軟かつ多様な働き方

の整備（勤務地を問わ

ないリモートワーク、

短時間勤務等） 

 フレックスタイム制のコアタイム廃止やリモートワ

ークの日数・場所の制約撤廃に加え、サテライトオフ

ィスの拡充や、デジタルツールの活用促進など、より

生産性を高める環境を整備。 

 エフェクティブワーキングタイム制勤務として、7 時

～20 時の中で社員が日々の始業・終業時刻を決定し、

１ヶ月の所定労働時間を勤務する制度（コアタイム

無） 

 ワーク・ライフにあった多様な働き方の実現のため、

育児・介護以外の事由においても短い勤務時間の働き

方ができる制度（ショートワーク制度）を設定。1 日

6 時間または 7 時間の短時間勤務、短日数週 4 日勤務

を選択できる。 

 育児（子が小学 6 年まで）・家族介護・母性保護（妊

産婦）の事由がある場合、所定の始業・終業時刻をシ

フトできる。 

 両立支援再雇用制度：結婚・妊娠・出産・育児・家族

介護・配偶者の転勤を事由として退職し、改めて就労

を希望する場合、再雇用の機会を提供する制度。 

 職種や仕事内容に合わせて、自律的に時間と場所を選

べる柔軟な働き方を実現し、ワーケーションや単身赴

任解消も可能。 
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（図表３-３：大和証券グループ本社） 

項目 具体的な取組み 

経営戦略を実現するた

めの人材戦略の設定 

（人材マネジメント方

針、人事制度、重要ポス

ト等） 

 グループ全体で、エンゲージメント向上やダイバーシ

ティ＆インクルージョンを経営戦略の一環として掲

げて取り組んでいる。これまで積極的に取り組んでき

た、人事諸制度の拡充や働き方改革に加え、多様な背

景・バックグラウンドを持った人材が活躍できる環境

をつくり、実際に競争力につなげることを目指してい

る。 

 加えて、企業の風土を醸成するための取組みとして、

CEO をヘッドとする D&I 推進委員会を定期的に開

催。毎回一般社員にも 10 名程度参加してもらい、経

営に対して直接声が届くようにしている。また、委員

会の様子をオンラインでリアルタイム配信し、誰でも

視聴できるようにしている。 

 その上で社員が自らのスキル等を活かし、社内で活躍

できて適切な評価・処遇を得られる仕組みを導入して

いる。 

➢ 実績に応じた処遇体系（入社間もない社員に対し

ても、実績によっては部長職を上回る賞与を支給

する場合がある） 

➢ 高度な専門性を要する特定の職務・役割を担う社

員をエキスパート・コースに認定（職務等に応じた

報酬体系、職務内容の変更のない職制） 

➢ 積極的な抜擢人事（若手のみならず役員に至るま

で年功制を排除した登用） 

 また、様々な人材の発掘を目的として、以下を実施。 

➢ 全ての社員が「優秀な上司」「優秀な社員」を申告

できる制度を提供 

➢ マネージャー向けに「自分の後継にふさわしい社

員（男女ともに）」を申告できる制度を提供 

➢ 配下社員のスキルを定量的に評価する仕組みを導

入（上席者・本人ともに評価） 

 さらに、デジタル IT 人材や高度金融人材等を対象と

して、既存の「メンバーシップ型」のメリットを活か

し、特定の仕事・職務や役割・ポストに対して人材を

割り当てる「ジョブ型」を組み合わせた「自社型」の

新たな人事制度として、総合職の中に「エキスパート・

コース」を創設。特に、デジタル IT の活用により、

「生産性向上」、「お客様サービスの高度化」、「革新的

なサービスの開発」等、当社のビジネス領域の変革を
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加速させるデジタル IT 人材を要職として位置付けて

いる。 

重要ポストに配置する

人材要件（スキル、経

験）、難易度の設定 

 「データ駆動型ビジネスモデルへの変革」に不可欠な

高度 IT 人材（「DX 推進人材」「AI・データサイエン

ス人材」）を 2023 年度までに 200 名以上育成。 

 例えば、AI・データサイエンス人材には、統計、プロ

グラミング、データ分析スキル等が求められる。 

そのスキルを向上させ

る研修の整備 

 各種研修や実案件を通じた OJT を通じて、高度なデ

ジタル技術を活用したビジネス変革を担う人材を育

成する「デジタル IT マスター認定制度」を 2019 年

度に創設している。 

 実案件では、AI による運用モデルの構築や約定照合

プロセスの電子化・自動化など、ビジネス変革につな

がる様々な案件が進行している。さらに、グループ会

社である大和総研と連携し、一定のデータ・サイエン

ススキルを要する社員を、最先端の研究開発および高

度な人材育成を目的として創設された『総研ラボ』に

派遣。 

 2022 年には、全社員の IT スキルのベースを引き上

げるために、「Daiwa Digital College」を新設。部門

別専門課程と全社員必修課程に分けて、データ分析や

プログラミングなど合わせて 20 講座以上の e ラーニ

ング講座（各講座平均 2 時間程度）を開設し、デジタ

ルリテラシーや IT スキルの習得に取り組んでいる。 

自律的なキャリア形成

を支援する諸制度の整

備（社内転職制度、兼業

副業、評価者研修、キャ

リア自律研修等） 

＜グループ内外への転出希望支援、 

  公募制度の大幅拡充＞ 

 社員の自律的なキャリア形成を支援する取組みとし

て、以下を実施。 

 上席者との定期的な 1on1 ミーティングを通じた、目

標や課題等の共有、目標達成に向けた取り組みの進捗

確認等の機会の提供 

 1on1 ミーティングの実効性を高めるための上席者へ

のコーチング研修を実施 

 全ての社員が「自身の目指すキャリア」「会社への提

言」等を申告できる制度を提供 

 公募制度は、自律的なキャリア形成機会の拡大に向

け、2 年前の 2021 年秋から順次拡充。グループ会社

（食料・農業分野、介護事業、不動産事業、等）や海

外拠点を含むグループ内だけではなく、官公庁や民間

企業等グループ外にもポジションを拡大した結果、

2023 年春には、2021 年秋対比で応募人数は約 3 倍、
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選抜者数は約 4 倍に拡大。 

 

＜キャリア自律を促す自己研鑽の支援＞ 

 当社グループでは、キャリア自立を促す学習機会の提

供と、それを評価報酬制度と連動させる仕組みを通じ

て、全社員の自発的なキャリア開発を促すタレントマ

ネジメントの仕組みづくりに取り組んできた。 

 2005 年から、資格取得や研修受講をポイント制にし、

ポイント獲得数を昇格時の必要要件としている。

2015 年に導入した「ライセンス認定制度」では、45

歳以降に取得した資格・研修および勤務実績をポイン

ト化し、一定基準をクリアすればライセンス認定し、

55 歳以降の処遇を優遇するようにした。45 歳以上の

人員の 6 割強にあたる約 2,000 名がのべ 32,000 講座

を超えるプログラムを受講。 

 一方、今後数年間シニア社員の増加が見込まれる中、

これまで以上にシニア社員が活躍できる仕組みづく

りが必要になってくる。そこで、ライセンス認定制度

を発展的解消し、60 歳以上の社員に対して職務内容

や責任の程度に応じた報酬体系への移行を予定。 

 これまでの取り組みにより、自己研鑽の意識は多くの

社員に浸透・定着したため、学習実績と報酬制度との

連動性は下げる一方、個人の働き方に応じた報酬制度

に移行することで、より自律的な働き方が浸透するこ

とを期待している。 

 全社員がキャリアオーナーシップをもち、自身に求め

られるものが何なのかを考え、必要なスキルを習得で

きるよう、学習機会の提供やサポートは継続的に見直

し、拡充。自身の強化したいスキル習得の機会である

希望制の「スキル研修」では、職制や年次による応募

要件および受講枠を撤廃し、業務職や育児休職中の社

員も含めて、学ぶ意欲のある社員に広く学びの機会を

提供している。 

柔軟かつ多様な働き方

の整備（勤務地を問わ

ないリモートワーク、

短時間勤務等） 

 結婚・配偶者の転勤・介護等の理由により転居が必要

な場合に、転居先で就労場所を提供できる「勤務地変

更制度」を導入。2007 年度から累計 400 名超が利用。 

 営業部門を含む全部門にテレワークを導入しており、

社員一人ひとりの自律性、組織の生産性を高める働き

方を促進。 

 各部署の業務特性に応じて「フレックスタイム（コア

タイムあり）」「スーパーフレックス（コアタイムな

し）」を選択可能。 
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 結婚・出産・介護等の理由で退職した社員を、退職時

と同じ処遇で再雇用する制度（プロフェッショナルリ

ターンプラン（営業員再雇用制度））を設定。累計 80

名が利用。 

 子どもが小学校卒業まで最大 90 分早く退社できる

「短時間勤務制度」を導入。子どもが小学校 3 年生修

了までの期間、所定時間外労働の免除が可能。小学校

卒業までの期間、所定時間外労働の制限が可能。 

 

 

（３）内部労働市場と外部労働市場を円滑に接続させる鍵 

 

⚫ 内部労働市場の活性化の鍵は、「シン・日本型雇用システム」という一連の

人事施策パッケージの導入であり、その結果として外部労働市場が活性化し

ていく。言い換えれば、外部労働市場の活性化は内部労働市場の活性化なく

して成立しないのである（注8）。 

 

⚫ 「シン・日本型雇用システム」が各社で導入され、それぞれのステータスに

合わせて着実に定着していけば、企業単位でまずは経営戦略において目指す

目標からバックキャストして、重要ポストやその人材要件（スキル、経験）

が明確になり、スキル×難易度で決定される報酬水準等が明示されていく。 

 

⚫ そうなれば、企業内部の人材にとっては必要なスキル習得・向上のインセン

ティブになると同時に、事業のポートフォリオ転換に紐づく、必要な人材要

件が充足されていくことにつながる。内部人材で充足しきれない場合も明ら

かとなり、外部調達する人材要件も明確にした上で採用活動に入ることがで

きる。人材要件が明確になっていくことで、転職希望者や求職者にとって、

将来成長する分野で必要なスキルや経験は何か、その際の報酬水準はどの程

度か、という予見可能性が高まり、労働移動のインセンティブが生まれる。

この好循環は、まさに内部労働市場と外部労働市場が円滑に接続されること

で生まれる。 

 

⚫ こうした取組みがあらゆる企業で行われれば、産業全体として人材の流動化

が進み、さらにこの中から成長をけん引する競争力の強い企業が生まれ、成

長産業への移動が加速していくと考えられる。 

 

 
8 昨今、ジョブとスキルのタクソノミー（類型化）が世界各国で議論し始められている。AI が

人間の仕事をどこまで奪うのか、というアジェンダと同様に、ジョブとスキルとトレーニン

グの因果関係こそ、永遠の課題であり、これから何十年という時間をかけて 21 世紀中に解い

ていくテーマである。また、民間 IT 企業や人材サービス提供企業がまさしくデータとテクノ

ロジーを駆使して、何十兆円という巨額を投じて解いていく壮大なテーマであり、その回答

が見えてきた時、初めて AI が人間の仕事をどれだけ奪うのかも見えてくる。 
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３.【岸田内閣への提言】                                  

今後３年間で着実に実行すべきアジェンダとその具体策 
（１）経営者の内部労働市場の変革意欲を後押しするための、有価証券報告書にお

ける人事制度等に関する情報開示要請と先行事例の創出・横展開 

 

⚫ 高度成長期に作り上げられた、旧来型の日本型雇用システムは企業経営者自

身が当時の事業環境等に基づき、作り上げてきたシステムである。２－（２）

で紹介したように、一部の先進企業では経営戦略からバックキャストしたポ

ストの設定、その要件（スキル、経験）や報酬水準の設定等を行っている。

しかし、こうした変革の動きが広く波及していかなければ、産業全体の競争

力強化に繋がらない。したがって、労働市場の 30％を占める上場企業等の

企業経営者が「就社」意識や年功制等を排除した「シン・日本型雇用システ

ム」を導入し、組織内に定着させていく、という変革を断行する強い意志を

持つ必要がある。政府が講じるべきは、経営者の変革意欲を刺激する政策で

ある。 

 

⚫ 有価証券報告書における人事制度等に関する開示要請を通じて、企業経営者

に対して、より自覚を促すことは変革の速度を上げることにつながる。微に

入り細に入り、開示を要請するのではなく、例えば以下の項目について自由

記述での記載を求めるアプローチが有効であると考える。「企業内容等の開

示に関する内閣府令（注9）」のさらなる改正に向けて、金融庁金融審議会「デ

ィスクロージャーワーキング・グループ」において継続した議論を求める。 

 

【開示要請として追加すべき項目の例】 

➢ 経営戦略を実現するための人材戦略（人材マネジメント方針、人事制度

重要ポスト等） 

➢ 重要ポストに配置する人材要件（スキル、経験）、難易度 

➢ そのスキルを向上させる研修 

➢ 自律的なキャリア形成を支援する諸制度（社内転職制度、兼業副業、評

価者研修、キャリア自律研修等） 

➢ 柔軟かつ多様な働き方（勤務地を問わないリモートワーク、短時間勤務

等） 

 

⚫ また、社内転職制度の活用実績や階層ごとの最年少年齢など、内部労働市場

の活性化を示す具体的な指標や年功制が排除された好事例が抽出されれば、

資本市場からも好意的に評価されることとなり、企業にとっても記述するイ

ンセンティブになる。経済同友会としても、内部労働市場の活性化に向けて、

会員所属企業における好事例を広く周知し、横展開を加速させていく。これ

らの取組みが進めば、コーポレートガバナンスコードにおける人事制度等に

関する開示も要請していくべきである。 

 
9 2023 年 1 月 31 日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、同日付で公布・施行。 



19 

 

【図表４：要請と開示のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部労働市場の活性化を促す「スキル&トレーニング推進組織」の設置 

 

⚫ 今後の成長産業・事業を担う人材を育成し、円滑な労働移動を促進させる

ため、官の適切な関与はありつつも、民間の知見を最大限活用し、真に必

要とされるスキルや効果のあるトレーニングプログラムを集め、認定する

プラットフォームとなる組織の設置が必要である。所属規模や地域に関わ

らず、意欲のあるすべての個人（在職者、求職者）に対して効率的・効果

的にリスキリングの機会が提供されることが重要である。 

 

①「スキル＆トレーニング推進組織」の役割 

 

⚫ 同組織の役割について、以下が求められる。 

➢ 国家の成長戦略からバックキャストした、成長産業において求められ

るスキルの認定 

➢ 上記スキルを向上させるトレーニングプログラムの認定 

➢ 民間主導で上記スキルやスキルを向上させるトレーニングプログラム

の認定に関する提案 

➢ 多様な主体（民間企業（注10）、各種民間コンソーシアム、大学、専門

学校等）による、トレーニングプログラムの提供 

➢ （制度設計次第では）認定されたトレーニングプログラムを受講した

個人（在職者、求職者）への給付支援 

 
10 民間企業が社内研修として実施している効果的なトレーニングプログラムも含まれる。 
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②「スキル＆トレーニング推進組織」設置に向けた残論点 

 

⚫ 同組織を設計するにあたり、以下の論点についてより詳細に検討の必要が

あり、今後提案していく。 

 

➢ 組織の位置づけ 

• 官の関与のあり方、民間の知見が最大限に発揮される組織・運営  

• スキル及びトレーニングプログラム認定にかかる責任・意思決定

構造 

➢ 事務局機能 

• 人材要件の明確化に向けた調査・分析、プログラムの審査・認定

の事務、（組織決定次第で）認定プログラムを受講する個人への給

付支援等 

➢ 組織の構成メンバー要件 

• 組織トップ、認定委員：組織経営人材、国の成長戦略に関する知

見を持つ人材等 

• 事務局職員：民間のプロフェッショナルを中心とした各種専門人

材等） 

➢ 公的職業訓練など既存の関連施策の抜本的な再編成のあり方 

➢ 政策の優先度に相応しい資源配分のあり方 

➢ 認定プログラムを受講した個人（在職者、求職者）に対する給付方法 

➢ 本会としての今後の行動計画 

 

【図表５：「スキル＆トレーニング推進組織」のイメージ】 
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～コラム：諸外国のリスキリングについて～ 

 

 

 

 

 

 

⚫ DX や GX 等、産業構造の転換を見据えたリスキリングについて、各

国でも以下のような取組みが加速している。 

 

   ＜シンガポール＞ 

➢ 政府による、国民の生涯学習やスキル獲得といったキャリアサポー

トを行う制度として「スキルズフューチャー」を 2015 年に整備。

業種・職種を問わず、シンガポール国民または永住権保持者であれ

ば、政府から期間ごとや対象者ごとに受講料が支給される等、特に

コロナ禍による中年齢層を中心とした失業者に対してリスキリン

グを実施。 

   ＜スウェーデン＞ 

➢ 政府当局や労使から成る委員によって、訓練内容やその量が決定さ

れる仕組みとして、高度職業教育制度（Yrkeshögskolan）が存在。

企業ニーズに沿って即戦力を育成するために有効な訓練が提供さ

れ、うち約 25％は実務訓練が占める。提供主体は大学や自治体のほ

か民間サービス事業者等も含まれる。 

   ＜フランス＞ 

➢ パリ・イル=ド=フランス地方商工会議所が、教育機関の運営も行う。

国際的にも知名度の高いビジネススクールや社会のスキルニーズ

を満たす 6 つの領域（商業、都市空間、デジタル、ファッション、

ホスピタリティ、クリエイティビティ）に関する高等教育機関を運

営し、500 を超えるプログラムを提供。就職前の若者学生だけでな

く、毎年 3 万人規模の企業人を対象としたリスキリングを実施。 

 

⚫ 上述の②で述べたように、日本においても企業で求められるスキルを

向上させるためのリスキリングを加速していく必要があるが、ジョブ

とスキル、報酬水準の因果関係は現時点で明確になっておらず、真に

有効なリスキリングについて各国とも模索中である。さらに、日本は、

これらの国々と異なり、ジョブ型雇用が未定着、企業別の労働組合が

中心、という構造的な違いがあるため、リスキリングの海外事例をそ

のまま導入しても十分な効果が得られない可能性があることに留意す

る必要がある。 
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（３）労働移動、雇用セーフティネット、税社会保障の一体改革 

 

⚫ 上述した（１）や（２）の取組みを通じて、内部労働市場が活性化し、結果

として外部労働市場の活性化に繋がれば、個人（在職者、求職者）にとって

も、より魅力的なジョブやより待遇の良い職場に移るためのリスキリングに

関するインセンティブが生じる。それに伴い、労働移動、雇用セーフティネ

ット、税社会保障の一体の改革もポジティブに受容されていく。 

 

⚫ 今こそ、内部労働市場及び外部労働市場が真に活性化し、成長産業への円滑

な労働移動を実現するため、「失った 30 年」において十分に着手されてこな

かった、上記の一体改革の断行が求められている。本提言では一体改革に向

けての課題認識として、以下の施策を例示するとともに、今後、経済同友会

として具体的な改革メニューを発信していく。 

 

① 労働移動の促進 

 労働移動に関するガイドラインの策定（円滑な雇用契約終了のあり

方等） 

 解雇無効時の金銭解決の導入（解雇無効時の労働契約解消金の算定

方法・考慮要素（給与額、勤続年数、年齢等）、労働契約解消金の

上限・下限等の明示等） 

 雇用調整助成金を縮小し、労働移動支援助成金を拡充  等 

 

② 雇用セーフティネットの強化 

 公的職業訓練の利用資格を雇用保険未加入者や受給資格が不十分な

人に適用拡大 

 給付付き税額控除の導入（所得税から一定の税額を控除（減税）

し、所得が減少し所得税が少なく、控除し切れない場合には差額の

現金を給付）  等 

 

③ 働き手・働き方の多様化に即した税制・社会保障制度への見直し 

 退職金課税（勤続期間が 20年を超えると一年あたりの控除額が増

加する仕組み）の廃止 

 専業主婦等の就労を制限している配偶者控除の廃止 

 在職老齢年金制度の年金減額制度の廃止  等 
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おわりに 

 

⚫ 繰り返しになるが、「おわりに」として、これまでの内容を以下のとおり、

整理する。 

 

⚫ 企業の競争環境や人口動態、個人の価値観・ライフコースといった構造変

化が生じており、持続的な経済成長を実現するためには、国家の産業ポー

トフォリオを転換するための成長産業への円滑な労働移動の実現、企業の

事業ポートフォリオを転換するための成長事業への円滑な人材移動の実現

が欠かせない。 

 

⚫ それは内部労働市場と外部労働市場が円滑に接続されることによってもた

らされる。ただし、外部労働市場は一足飛びに活性化されるのではなく、

内部労働市場活性化の結果として実現する。このメカニズムを十分に認識

しなければ、好循環の歯車は空回りとなる。 

 

⚫ 内部労働市場を活性化させるためには、「シン・日本型雇用システム」が

導入・定着し、成長事業へ人材を集中させることが可能になっていなけれ

ばならない。 

➢ 「シン・日本型雇用システム」：経営戦略を実現するために重要な

ポストの要件（スキル、経験）やそのトレーニングプログラム、難

易度別の報酬設定等について各社単位で実行することに加え、常時

採用方式の導入や退職金の廃止、OFF-JT 研修の整備・拡充、柔軟

で多様な働き方を可能とする環境整備等の施策パッケージ。 

 

⚫ 上記の取組みが企業単位で広く行われれば、結果として人材の流動性が高

まり、外部労働市場は活性化していき、内部労働市場と外部労働市場が円

滑に接続される。 

 

⚫ その上で、外部労働市場の活性化を後押しするため、「スキル＆トレーニ

ング推進組織」の設置を提言する。同組織には、国家の成長戦略からバッ

クキャストした、成長産業におけるスキルやスキルを向上させるトレーニ

ングプログラムを民間のニーズが正しく反映される形で認定するととも

に、幅広い個人に対してプログラム受講料の支援を行っていくプラットフ

ォームとしての役割が求められる。今後、同組織による実行・実効的な機

能の発揮に向け、組織形態等の詳細化を行っていく。 

 

⚫ また、持続的な成長と分配の好循環を形成するため、労働移動、雇用セー

フティネット、税社会保障に関する一体改革についても、経済同友会とし

て具体的な改革メニューを提言していく。 

 

以上 
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